
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律

』
訳
注
稿
（
四
）

山
寺

小
野
）美
紀
子

凡

例

補
遺
）

「
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）」（『
國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
〇
巻
、
二
〇
一
三
年
）
に
載
せ
た
凡
例
と
重
複
す
る
事
項
は
除
く
。

現
代
語
訳
・
訳
注

一
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
内
容
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
訳
注
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
本
書
の
周
辺
資
料
で
あ
る
徂
徠
の
他
の
著
述
や
、
荻
生
北
渓
に
よ
る
本

書
に
関
連
す
る
著
述
、
及
び
本
書
の
注
釈
本
等
か
ら
、
関
連
す
る
箇
所
を
挙
げ
、
照
合
し
た
。
今
回
、
本
稿
（
訳
注
稿
（
四
））
で
使
用
し
た
周
辺
資
料
は
、
左
に

示
す
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
載
せ
る
も
の
の
ほ
か
に
参
照
し
た
他
の
文
献
は
、
巻
末
の
参
考
文
献
表
に
載
せ
た
。

１.

荻
生
徂
徠
著
・
荻
生
北
渓
補
・
中
根
元
圭
閲
『
度
量
衡
考
』
所
収
（
徂
徠
著
）「
度
考
」（
川
原
秀
城
・
池
田
末
利
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
三

統
治
論
二
』
一
九
八
七

年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

２.

荻
生
徂
徠
著
『

園
随
筆
』・『

園
十
筆
』（
西
田
太
一
郎
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集
一
七

随
筆
一
』
一
九
七
六
年
、
み
す
ず
書
房

所
収
）

３.

荻
生
北
渓
著
「
楽
律
考
解
」（『
楽
律
考
』
無
窮
会
本

所
収
）

二
五

考➡考を使用しているので修正時注意

⬇目次ない時は４行アキ



４.

「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
『
名
家
叢
書
』
所
収
、『
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

名
家
叢
書

下
』

（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
十
二

三
、
一
九
八
二
年
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
に
影
印
収
載
）

５.

「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」・「
楽
律
ノ
考
」（
同
右
）

６.

『
楽
律
考
』
の
山
県
大
弐
注
（
甲
陽
図
書
刊
行
会
校
訂
『
山
県
大
弐
遺
著
』
一
九
一
四
年
、
甲
陽
図
書
刊
行
会

所
収
）

７.

荻
生
徂
徠
著
『
楽
制

』（『
大
楽
発
揮
摘
註
』
雁
門
摘
註
本

所
収

巻
下
「
楽
制

」、
及
び
『
山
県
大
弐
遺
著
』
所
収
「
楽
制

」（「
大
弐
注
釈
本
」
と
略
記
）、
関
西
大
学
図
書
館

中
村
文
庫
所
蔵
『
楽
律
考
・
大
楽
発
揮
』
太
宰
春
台
著
『
律
呂
通
考
』
合
写
本
一
冊
（﹇L

24
1
688

﹈
片
山
北
海
書
写
、「
北
海
本
」
と
略
記
）
を
併
せ
て
使
用
）

８.

荻
生
徂
徠
著
『
琴
学
大
意
抄
』（
荻
生
家
所
蔵
、
荻
生
徂
徠
自
筆
稿
本
）

一
、
訳
注
に
お
い
て
、
右
の
１
〜
２
は
、
読
下
し
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
該
当
頁
を
（

）
内
に
示
す
。
３
〜
８
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
句
読
点
・
並
列
点
を
補

い
、
あ
る
い
は
も
と
か
ら
施
さ
れ
て
い
る
句
点
な
い
し
読
点
を
一
部
改
め
、
ま
た
適
宜
、
読
点
・
並
列
点
に
改
め
、
漢
字
の
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
正
字
に
改

め
、
仮
名
の
変
体
・
略
体
・
合
字
等
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
、
反
復
記
号
は
文
字
に
改
め
、
翻
刻
し
た
。
な
お
、
引
用
の
際
、（

）
内
に
送
り
仮
名
の
不
足
を

補
っ
た
も
の
も
あ
る
。

一
、
拙
著
「
荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
一
）」
及
び
同
「（
二
）」「（
三
）」（『
國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
〇
巻
、
二
〇
一
三
年
、
第
三
一

巻
、
二
〇
一
四
年
、
第
三
二
巻
、
二
〇
一
五
年
）
は
、「
訳
注
稿
（
一
）」、「
訳
注
稿
（
二
）」、「
訳
注
稿
（
三
）」
と
略
記
す
る
。

【
八
】

以
宇
文

玉
⑴尺

⑵律
、
亦
以
舞
・
南
之
間
爲

⑶鐘
。
始
變
古
制
爲
八
十
四

⑷

、
又
演
淸

⑸

爲
燕

二
十
八

⑹

。
於
是

・

・

制
、

皆

滅
不
傳

⑺焉
。

訓
読

唐
は
宇
文
周
の
玉
尺
を
以
て
律
を
造
り
、
亦
た
舞
・
南
の
間
を
以
て
黄クワウ
鐘シヨウと
為
す
。
始
め
て
古
制
を
変
じ
て
八
十
四
調
を
為ツク
り
、
又
清
楽
を
演の
べ
て
燕
楽
二
十
八

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
三
巻

二
六



調
を
為
る
。
是ここ
に
於
て
周
・
漢
の
遺
音
・
遺
制
、
皆
、
亡
滅
し
て
伝
は
ら
ず
。

訳唐
（
六
一
八
〜
九
〇
七
）
は
、
宇
文
周
（
北
周
）
の
玉
尺
に
よ
っ
て
律
（
律
管
）
を
造
り
、（
宇
文
周
と
同
じ
く
）
ま
た
、（
古
の
周
・
漢
か
ら
の
音
律
で
は
）
無
射

と
南
呂
の
間
（
に
当
た
る
音
高
）
を
黄こう
鐘しようと
し
た
。（
さ
ら
に
調
に
つ
い
て
は
）
初
め
て
古
制
を
変
え
て
、
八
十
四
調
を
作
り
出
し
、
そ
の
上
、
清
楽
（
清
商
楽
）
を

演
繹
し
て
燕
楽
二
十
八
調
（
の
体
系
）
を
作
り
上
げ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
周
・
漢
の
遺
音
と
遺
制
は
皆
、
消
滅
し
て
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
。

注⑴

宇
文

玉
尺

宇
文
周
（
北
周
）
の
時
、
出
土
し
た
古
い
玉
斗
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
尺
で
、「
後
周
の
玉
尺
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
（
な
お
、
こ
の
後
周
と
は
宇
文

周
（
北
周
）
を
指
す
）。
そ
の
出
土
し
た
玉
斗
に
よ
っ
て
、
宇
文
周
で
は
律
度
量
衡
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」
の
「
十
一
、

蔡

銅

尺
」
の
条
な
ど
に
見
え
る
。
詳
し
く
は
、「
訳
注
稿
（
二
）」【
六
】
注
⑶
参
照
。

⑵

以
宇
文

玉
尺

律

唐
で
は
宇
文
周
（
後
周
）
の
玉
尺
に
よ
っ
て
音
律
が
定
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
の
記
述
は
、
徂
徠
自
身
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

唐
代
は
、
大
尺
と
小
尺
と
い
う
二
種
の
尺
制
が
あ
り
、
音
律
を
調
え
る
尺
（
造
律
尺
）
に
は
小
尺
が
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
唐
代
の
大
小
二
尺
制
は
、
隋
の
制
度

を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、
両
者
の
比
率
が
六
対
五
（
大
尺：

小
尺＝

一
尺
二
寸：

一
尺
）
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
認
識
で
異
論
は
な
い
が
（
楊
寛
「
中
国
古
尺

概
説
」
四
三
〜
四
六
頁
な
ど
参
照
）、
小
尺
の
実
態
に
つ
い
て
は
（
大
尺
も
含
め
）、
こ
れ
ま
で
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
諸
説
見
え
る
（
後
述
）。
当

該
議
論
に
お
い
て
拠
り
所
と
な
り
、
且
つ
解
釈
が
分
か
れ
る
の
は
、
次
に
引
用
す
る
『
通
典
』
巻
一
四
四
「
楽
四
」「
権
量
」
の
記
述
で
あ
る
。
曰
く
、「
大

貞

中
、
張
文
收
鑄
銅

・
秤
・
尺
・
升
・
合
、
咸
得
其
數
。
詔
以
其
副
藏
於

。
至
武

秀
爲
太
常
卿
、
以
爲
奇
翫
、
以
律
與
古
玉
尺
（
引
用
者
注
、
版
本
に
よ
っ
て
は

「
玉
尺
」
を
欠
く
。「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
末
尾
に
附
す
『
通
典
』
の
こ
の
部
分
の
抜
書
き
も
、「
玉
尺
」
を
欠
く
）
・
玉
斗
升
合

焉
。
開
元
十
七
年
、
將
考

宗
廟

、

司

出
之
。
敕
惟
以
銅
律
付
太
常
、
而

其
九
管
。
今
正
聲

銅
律
三
百
五
十
六
、
銅

二
、
銅
秤
二
、
銅

十
四
。

左
右
耳
與
臀
皆
正
方
、
積
十

而
登
、
以
至
於

。
銘
云
、「
大

貞

十
年
、

玄

、

旅
應
鍾
、
依
新
令
累
黍
尺
、
定
律
校

、

茲
嘉
量
、
與
古
玉
斗
相
符
、
同
律
度
量
衡
。
協
律

張
文
收
奉
敕
修
定
。」
秤
盤
銘
云
、「
大

貞

秤
、
同
律
度
量
衡
。」
匣
上

朱
漆
題
「
秤
尺
」
二
字
、
尺

、
其
跡
猶
存
。
以
今
常
用
度
量
校
之
、
尺
當
六
之
五
、

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
四
）

二
七



衡
皆
三
之
一
。
一

、
一
秤
、
是
文
收
總
章
年

。

正
圓
而
小
、
與
秤
相
符
也
。」（
三
六
七
〇
〜
三
六
七
一
頁
）
と
あ
り
、
唐
の
貞
観
年
間
に
協
律
郎
の
張
文

収
が
勅
を
奉
じ
て
定
め
た
律
、
尺
、
及
び
そ
れ
に
よ
る
嘉
量
（
容
積
の
標
準
器
）
が
古
玉
斗
と
符
合
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
尺
は
、
後
の
開
元
年
間
に
常
用
の
尺
で

測
っ
た
と
こ
ろ
、
六
分
の
五
の
長
さ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
唐
代
の
音
律
を
定
め
た
小
尺
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
古
玉
斗
が
具
体
的

に
何
に
当
た
る
の
か
が
判
明
す
れ
ば
、
唐
代
の
音
律
（
基
準
音
）
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
だ
が
、
徂
徠
は
、
こ
れ
を
、
宇
文
周
（
北
周
）
の
時
に
出
土
し
た
玉

斗
と
み
な
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
後
周
の
玉
尺
（
注
⑴
参
照
）
が
唐
小
尺
に
当
た
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
唐
代
に
は
、
こ
の
後
周
玉
尺
が
音

律
を
定
め
る
小
尺
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
以
下
に
載
せ
る
他
の
著
述
か
ら
知
ら
れ
る
。
な
お
、
徂
徠
の
こ
の
「
唐
小
尺
（
造
律
尺
）＝

後

周
（
宇
文
周
）
玉
尺
」
説
は
、『
律
呂
新
書
』
に
、
後
周
の
玉
尺
に
つ
い
て
述
べ
た
『
隋
書
』
の
記
事
（
巻
一
六
「
律
暦
志
上
」「
審
度
」「
十
一
、
蔡

銅

尺
」）

を
引
い
て
「
按
…
…

之
度
量
權
衡
、
與
玉
斗
相
符
、

此
尺
爾
。」（
一
五
七
五
〜
一
五
七
六
頁
）
と
述
べ
る
蔡
元
定
（
西
山
、
一
一
三
五
〜
一
一
九
八
）
の
説
に

よ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
狩
谷
棭
斎
『
本
朝
度
量
権
衡

』
二
八
五
〜
二
八
六
頁
、
林
謙
三
『
隋
唐
燕
楽
調
研
究
』
一
四
〇
頁
）、
本

書
『
楽
律
考
』
の
後
半
部
（【
二
二
】）
に
は
、「
宋
蔡
西
山
据

嘉
量
銘
、

隋
書

孝
孫
語
、

以
後

玉
尺
爲

律
尺
。」
と
述
べ
る
。
こ
の
「

嘉
量
銘
」

と
は
、
前
掲
『
通
典
』
の
張
文
収
の
嘉
量
に
関
す
る
記
事
を
指
し
、「
隋
書

孝
孫
語
」
と
は
、
右
に
挙
げ
た
『
隋
書
』「
律
暦
志
上
」「
審
度
」「
十
一
、
蔡

銅

尺
」
の
後
周
玉
尺
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
（
そ
の
中
に
「

孝
孫
云
…
…
」
と
見
え
る
）
を
指
す
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

他
の
著
述
で
、
徂
徠
が
「
唐
小
尺＝

後
周
（
宇
文
周
）
玉
尺
」
説
を
述
べ
る
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
傍
線
は
引
用
者
）。『
度
量
衡
考
』「
度
考
」
に
は
、

ま
ず
「
周
漢
尺
」
の
条
に
、「
按
ず
る
に

、

・
隋
の
後
を
承
け
て
、
玉
尺
を
以
て
古

尺
と
爲
す
。
以
て
律
呂
を

へ
、
冠

を
作
る
。
ま
た
こ
れ
を
以
て
量

衡
を
作
り
、
湯
藥
に
こ
れ
を
用
ふ
。」（
一
七
九
頁
）
と
あ
り
、「
後
周
の
玉
尺
」
の
条
に
、「
按
ず
る
に
こ
れ

ち
後

の
玉
尺
、
隋
の
い
ま
だ
陳
を
平
ら
げ
ざ
る
の

に
至
る
ま
で
こ
れ
を
用
ふ
。

ま
た
こ
れ
を
以
て
法
尺
と
爲
し
、
た
だ
律
冠

を
制
し
、

び
醫
藥
に
こ
れ
を
用
ひ
、
其
の

は
則
ち
大
尺
を
用
ふ
る
な
り
。

…
…

、

・
隋
を
承
け
て
、
北

を
以
て

統
と
爲
す
、
ま
た
文
中
子
が

。
故
に
こ
の
尺
を
以
て
眞

尺
と
爲
し
、
以
て
法
物
を
作
る
。」（
二
〇
一
頁
）
と

あ
る
。
ま
た
、
同
「
度
考
」
の
「
唐
大
尺
」
の
条
に
は
、
前
掲
の
『
通
典
』
の
記
述
を
一
部
引
い
て
、「

典
に
玉
尺
を
論
じ
て
曰
は
く
、「
今
常
用
の
度
量
を
以
て

こ
れ
を
校
ふ
れ
ば
、
尺
、
六
の
五
に
當
る
」
と
。」
と
記
し
た
後
、「
按
ず
る
に
こ
れ

の
常
用
尺
な
り
。
…
…

、
玉
尺
を
以
て
律
を
制
す
。
故
に
ま
た
玉
尺
の
一

尺
二
寸
を
以
て
常
用
尺
と
爲
す
。」（
二
〇
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
荻
生
考
（
第
五
七
冊
）」
所
収
「
楽
律
考
」
附
記
「
楽
律
ノ
考
」
で
は
、『
楽
律
考
』
に
載
せ
る
「

代
ノ

鍾
六
ツ
」
の
う
ち
の
一
つ
が
「
宇
文

二
八

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
三
巻



玉
尺
ノ

鍾
」
と
記
す
こ
と
か
ら
も
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
説
が
、「
宇
文
周
（
後
周
）
玉
尺＝

唐
の
造
律
尺
（
小
尺
）」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
確
認
で
き
る
。

ま
た
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
楽
律
ノ
考
」
の
「
周
尺
ノ
考
楽
律
ニ
合
フ
コ
ト
」
の
章
に
は
、「
クワウ

鍾シヨウノ
管
ハ
、
長
九
寸
ト
云
コ
ト
、
古
ヨ
リ
ノ
定
法
ナ

リ
。
…
…

ノ
律
ハ
玉
尺
ニ
テ
九
寸
ニ
切
ト
云
コ
ト
、

典
ニ
見
ユ
。」（
一
五
六
頁
）
と
あ
り
、「
荻
生
考
（
第
六
二
冊
）」
所
収
「
歴
代
尺
ノ
考
」
に
は
、「
後

ノ
玉
尺

…
…

ノ
代
ニ
モ
、
此
尺
ニ
テ

律
ヲ
定
ム
。
玉
斗
ヨ
リ
出
タ
ル
尺
ナ
ル
ユ
ヘ
、
玉
尺
ト
云
。」（
一
四
一
頁
）「

ニ
大
尺
・
小
尺
二
ツ
ア
リ
。
大

尺
ト
云
ハ
、
後

ノ
玉
尺
ニ
テ
一
尺
二
寸
ナ
リ
。
是
、
民
間

用
ノ
尺
ナ
リ
。
小
尺
ト
云
ハ
、
後

ノ
玉
尺
ナ
リ
。
是
ハ

律
ニ
用
ユ
。
尤

モ
）、
量
衡
ヲ
モ
是
ニ

テ
作
リ
タ
ル
コ
ト
ア
レ
ト
モ
、
ソ
レ
ハ
法
物
ト
テ
、
大
禮
ノ
時
ノ
儀
式
ノ

ニ
ハ
カ
リ
用
テ
、
民
間

用
ノ
量
衡
ニ
非
ル
ナ
リ
。
隋
書
モ
、

ノ
太
宗
ノ
臣
、
魏

カ
作
ニ
テ
、
眞
ノ

尺
ハ
隋
書
ニ
載
テ
、
是
、

ノ
代
ノ
議
論
ナ
レ
ト
モ
、

惣
體
ノ
模

、
北

ヲ
正
統
ト
立
テ
テ
、
宇
文

ノ

王
ノ
子
孫
、
隋
ノ

王
ノ

子
孫
ヲ
、
上
公
ノ

ニ
封
シ
、
是
ヲ
二

ト
號
シ
、
古

ノ
代
ニ
夏
ノ
子
孫
ヲ
杞
ニ
封
シ
、
殷
ノ
子
孫
ヲ
宋
ニ
封
シ
テ
、
杞
・
宋
二
國
ヲ
二

ト
定
メ
タ
ル
。
古
禮

ヲ
用
タ
ル
ニ
モ
、
南

ノ

王
、
陳
ノ
後
主
ノ

参
シ
タ
ル
ハ
、
常
ノ
平
人
ト
シ
テ
置
タ
リ
。
惣
體
ノ
捌
キ
、
如
此
ナ
ル
子
細
ユ
ヘ
、
後

ノ
玉
尺
ヲ
眞
ノ

尺
ト

定
メ
、
晉
ノ
荀

カ
定
メ
タ
ル

尺
ヲ
ハ
、
學

ノ

ハ
カ
リ
ニ
是
ヲ
用
テ
、

廷
ニ
押
立
タ
ル

ニ
ハ
ナ
ラ
サ
リ
シ
コ
ト
ナ
リ
。
扨
、

ノ
大
尺
ノ

リ
、
何
方

ヨ
リ
來
ル
尺
ト
云
コ
ト
モ
、
根
本
出
處

ナ
ラ
ズ
。
詳
カ
ニ
載
タ
ル
書

モ
ナ
シ
。
イ
カ
サ
マ
ニ
、
東
後
魏
ノ
尺
ナ
ト
ヨ
リ
展
轉
シ
テ
、
民
間
ニ
用
タ
ル
ヲ
、
其
儘

ニ
取
用
タ
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
。」（
一
四
二
頁
）
と
述
べ
る
。

な
お
、
本
書
の
当
該
記
述
に
対
す
る
山
県
大
弐
の
注
に
は
、「

承

・
隋
以
北

爲
正
統
。
故
度
量
亦
從
之
、
以
玉
尺

律
、
以
舞
・
南
之
間
爲

鐘
。
別
作

大
尺
、
爲
常
用
之
尺
。
皆
效
宇
文

制
也
。」（
七
頁
）
と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
徂
徠
の
説
（
後
周
の
玉
尺＝

唐
の
小
尺
）
は
、
彼
が
古
の
周
代
の
音
律
と
尺
度
に
対
し
て
行
っ
た
実
証
的
考
究
、
及
び
そ
の
考
究
に
よ
る
持
論

の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
後
半
の
【
二
二
】
段
落
以
下
で
は
、
唐
の
小
尺
（＝

後
周
玉
尺
）
と
大
尺
の
比
率
（5：

6

）、
及
び
『
隋
書
』
巻
一
六
「
律
暦

志
上
」「
審
度
」
に
載
せ
る
晋
前
尺
（＝

周
尺
）
と
後
周
玉
尺
の
比
率
（1：

1.158
）
に
、「
唐
大
尺＝

明
の
営
造
尺＝

日
本
の
今
の
尺
（
曲
尺
）」
と
す
る
見
解
を

併
せ
て
、
周
尺
（＝

晋
前
尺
）
の
実
際
の
長
さ
と
そ
れ
に
基
づ
く
律
管
長
の
実
寸
（
今
尺
（
曲
尺
）
で
実
際
に
何
尺
に
な
る
か
）
を
算
出
し
、
そ
の
律
管
長
か
ら
音

高
を
求
め
、「
周
の
黄こう
鐘しよう＝

日
本
の
黄おう
鐘しき
」
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
の
一
つ
（
第
十
証
）
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、【
二
二
】
の
注
に
詳
し

く
取
り
上
げ
る
。

補
足
で
あ
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
徂
徠
の
説
に
対
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
異
論
、
反
論
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
富
永
仲
基
（
一
七
一
五
〜
一
七
四
六
）
は
、
唐

二
九

荻
生
徂
徠
著
『
楽
律
考
』
訳
注
稿
（
四
）



代
の
音
律
は
（
一
時
期
を
除
い
て
）
隋
の
万
宝
常
の
水
尺
（「
訳
注
稿
（
三
）」【
七
】
注
⑶
参
照
）
に
基
づ
く
と
考
え
（
印
藤
和
寛
『
富
永
仲
基
の
「
楽
律
考
」

｜
｜
儒
教
と
音
楽
に
つ
い
て
』
一
二
四
〜
一
三
三
、
二
四
三
頁
参
照
）、
狩
谷
棭
斎
（
一
七
七
五
〜
一
八
三
五
）
は
、
周
尺
（＝

晋
前
尺
）
が
次
第
に

長
し
た
宋

氏
尺
を
受
け
継
ぐ
北
周
の
鉄
尺
（＝

の
ち
隋
開
皇
年
間
の
調
律
尺
）
が
唐
小
尺
に
当
た
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
音
律
が
調
え
ら
れ
た
と
い
う
説
を
示
し
た
（『
本
朝
度

量
権
衡

』
二
二
〇
〜
二
二
二
頁
）。
近
代
以
降
で
は
、
林
謙
三
氏
が
唐
代
の
遺
品
（
正
倉
院
所
蔵
撥
鏤
尺
な
ど
）
を
用
い
た
調
査
を
併
せ
て
、「
唐
小
尺＝

鉄
尺
」

と
い
う
棭
斎
と
同
じ
説
に
至
り
、
さ
ら
に
そ
の
鉄
尺
に
よ
る
唐
代
の
音
律
と
、
唐
代
の
調
と
の
関
係
性
を
考
究
し
、
一
定
の
結
論
を
示
し
た
（『
隋
唐
燕
楽
調
研
究
』

一
四
〇
〜
一
四
三
頁
、『
律
名
新
考
｜
｜
日
本
十
二
律
の
起
源
及
び
音
高
の
問
題
に
つ
い
て
』
第
四
章
「
十
二
律
の
高
度
の
問
題
に
つ
い
て
」）。

⑶

以
舞
・
南
之
間
爲

鐘

「
訳
注
稿
（
二
）」【
六
】
の
注
⑶
参
照
。

⑷

始
變
古
制
爲
八
十
四

「
八
十
四

」
と
は
、
八
十
四
種
の
調
（
調
式
・
旋
法
）
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
古
来
の
調
体
系
は
、
基
本
的
に
五
音
音
階
（「
訳
注
稿

（
三
）」【
七
】
注
⑷
参
照
）
な
い
し
七
音
音
階
（
宮
・
商
・
角
・
変
徴
・
徴
・
羽
・
変
宮
の
七
音
か
ら
成
る
が
、
変
徴
で
は
な
く
清
角
を
用
い
る
な
ど
の
変
容
も
あ

り
）
で
あ
り
、
音
階
を
構
成
す
る
各
音
は
皆
、
主
音
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
七
音
音
階
の
各
主
音
の
絶
対
音
高
を
、
中
国
十
二
律
（
平
均
律
で
は
な
く
三
分

損
益
律
に
よ
る
）
の
各
律
の
音
高
に
変
え
て
ゆ
く
と
い
う
「
旋
宮
」
を
行
う
と
（
例
え
ば
宮
調
式
の
主
音
を
黄
鐘
の
絶
対
音
高
に
す
る
と
黄
鐘
均
（
ま
た
は
黄
鐘

宮
）
宮
調
、
大
呂
に
す
る
と
大
呂
均
宮
調
…
…
）、
計
八
十
四
種
（12×

7＝
84

）
の
異
な
る
調
が
生
じ
る
。
あ
る
い
は
、
十
二
律
各
一
律
が
そ
れ
ぞ
れ
七
音
音
階
の

主
音
と
な
っ
て
、
各
律
か
ら
七
種
の
音
階
を
作
る
と
み
て
も
（
黄
鐘
均
宮
調
、
黄
鐘
均
商
調
…
…
）、
計
八
十
四
種
（7×

12＝
84

）
の
調
が
で
き
る
。

さ
て
、「
楽
律
考
解
」
に
は
、「
八
十
四

ハ
、
隋
書
ニ
、
隋
ノ
世
ニ
鄭
譯

ル
ト
ア
リ
。

書
ニ
、

ノ
世
ニ

孝
孫
六
十
聲
八
十
四

ヲ

ル
ト
ア
リ
。
二
變

ヲ

位
ト
ス
。
故
ニ
六
十
聲
八
十
四

ト
イ
フ
。
隋
ノ
世
ニ
ハ
行
レ
ズ
。
隋
ノ
世
ハ

鍾
一
宮
ヲ
用
フ
ト
ア
リ
。

ノ
世
ハ
專

ラ
）八
十
四

ヲ
イ
フ
。」
と
解
説

す
る
。
こ
の
と
お
り
、
後
載
す
る
『
隋
書
』
の
記
事
か
ら
は
、
隋
の
開
皇
年
間
に
行
わ
れ
た
朝
廷
の
楽
制
に
関
す
る
議
論
の
際
に
、
柱
国
（
勲
官
）
で

公
（
爵

号
）
の
鄭
訳
（
五
四
〇
〜
五
九
一
）
が
、
西
域
の
亀
茲
の
人
で
あ
る
蘇

婆
が
伝
え
た
胡
琵
琶
の
七
調
を
参
考
に
、
八
十
四
調
が
得
ら
れ
る
旋
宮
法
を
示
し
て
、
こ

れ
を
楽
制
改
正
に
用
い
る
よ
う
提
議
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
採
用
は
さ
れ
ず
、
隋
の
宮
廷
雅
楽
で
は
、
黄
鐘
一
均
（
一
宮
）
の
み
を
用
い
た
と
い
う
。

ま
た
、『
旧
唐
書
』
等
に
よ
る
と
、
唐
初
の
武
徳
年
間
に
太
常
少
卿
の
祖
孝
孫
が
命
を
受
け
、
宮
廷
雅
楽
の
修
定
を
行
い
、
貞
観
年
間
に
大
唐
雅
楽
を
制
定
し
た
が
、

そ
の
際
、
八
十
四
調
の
旋
宮
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
祖
孝
孫
は
隋
朝
の
時
、
す
で
に
協
律
郎
と
し
て
、
五
音
と
十
二
律
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
り
六
十
声
（
六
十
音
）
を
得
る
な
ど
の
旋
宮
法
を
提
案
し
て
い
た
が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
同
『
旧
唐
書
』
に
見
え
る
。
以
下
の
と
お
り

三
〇

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
三
巻



で
あ
る
。

ま
ず
『
隋
書
』
巻
一
四
「
音
楽
志
中
」
に
は
、「
開
皇
二
年
、
…
…
高

…
…
命
工
人
齊
樹
提

校

府
、
改
換
聲
律
、

不
能

。
俄
而

國
・

公
鄭
譯
奏

上
、

更
修
正
。
於
是
詔
太
常
卿
牛
弘
・
國
子
祭
酒
辛
彥
之
・
國
子
博
士
何

等
議
正

。
然
淪
謬

久
、

律
多
乖
、
積
年
議
不
定
。
高

大
怒
曰
、
…
…
。
又

詔
求
知

之
士
、
集

書
、
參
定

。
譯
云
、「
考

府
鍾
石
律
呂
、
皆

宮
・

・
角
・

・
羽
・
變
宮
・
變

之
名
。
七
聲
之

、
三
聲
乖
應
、

恒
求

訪
、

莫
能

。
先
是

武

時
、

龜
茲
人
曰
蘇

婆
、
從

皇
后
入
國
、
善
胡
琵
琶
。

其

奏
、
一
均
之
中
間

七
聲
。
因
而
問
之
、
答
云
、「
父
在
西

域
、

爲
知

。
代
相
傳

、

七
種
。」
以
其
七

、
勘
校
七
聲
、
冥
若
合
符
。
一
曰
「
娑

力
」、
華
言
平
聲
、

宮
聲
也
。
二
曰
「
雞
識
」、
華
言
長
聲
、

聲
也
。
三
曰
「
沙
識
」、
華
言
質
直
聲
、

角
聲
也
。
四
曰
「
沙
侯
加
濫
」、
華
言
應
聲
、

變

聲
也
。
五
曰
「
沙
臘
」、
華
言
應
和
聲
、

聲
也
。
六
曰

「
般

」、
華
言
五
聲
、

羽
聲
也
。
七
曰
「
俟
利

」、
華
言

牛
聲
、

變
宮
聲
也
。」
譯
因

而

之
、
始
得
七
聲
之
正
。
然
其
就
此
七

、
又

五
旦
之
名
、

旦
作
七

。
以
華
言
譯
之
、
旦

則
謂
「
均
」
也
。
其
聲
亦
應

鍾
・
太
簇
・
林
鍾
・
南
呂
・
姑
洗
五
均
、
已
外
七
律
、
更
無
調
聲
。
譯

因
其

捻
琵
琶
、
絃

相

爲
均
、
推
演
其
聲
、
更
立
七
均
。
合

十
二
、
以
應
十
二
律
。
律

七

、

立
一

、
故

七

十
二
律
、
合
八
十
四

、
旋
轉
相
交
、
盡
皆
和
合
。
…
…

譯
因
作
書
二
十
餘

、
以

其
指
。
至
是
譯
以
其
書
宣
示

廷
、

立
議
正
之
。
…
…
何

舊
以
學
聞
、

爲
高

信
。
…
…
乃
立
議
非
十
二
律
旋
相
爲
宮
、

曰
、「
經
文
雖

旋
相
爲
宮
、
恐
是
直
言
其
理
、
亦
不

隨

用

、
是
以
古
來
不
取
。
…
…
」
而
又
非
其
七

之
義
、
曰
、「

代
書
記

載
、

鼓
琴
吹
笛
之

人
、
多
云
「
三

」。
三

之
聲
、
其
來
久
矣
。

存
三

而
已
。」
時
牛
弘
總
知

事
、
弘
不
能

知

律
。
又

識

人
萬
寶
常
、
修
洛
陽
舊
曲
、
言
幼
學

律
、
師
於

孝

、
知
其
上
代
修

古

。

之
璧

、
殷
之
崇

、
懸
八
用
七
、
盡
依

禮
備
矣
。

謂
正
聲
、
又

之

、
不
可
廢
也
。
是
時
競
爲
異

議
、
各
立

黨
、
是
非
之
理
、
紛
然
淆

。
或
欲
令
各
修

、
待

、

其
善

而
從
之
。

、
善

易
見
、
乃

高

張

試
之
。

先

曰
、「

鍾

、
以
象
人
君
之
德
。」

奏

鍾
之

、
高

曰
、「
滔
滔
和

、
甚
與
我
心
會
。」

因
陳
用

鍾
一
宮
、
不

餘
律
、
高

大

、
班
賜

等
修

。
自
是

譯
等
議

。」（
三
四
五
〜
三
四
八
頁
）
と
あ
る
。
な
お
、
同
書
巻
七
八
の
万
宝
常
伝
に
「
寶
常
奉
詔
、

、
其
聲
率
下
鄭
譯

二
律
。

撰

六
十
四

、

論
八

旋
相
爲
宮
之
法
、
改
絃
移

之
變
。
爲
八
十
四

、
一
百
四
十
四
律
、
變
化

於
一
千
八
百
聲
。
…
…
」（
一
七
八
四
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
議
論
の

際
、
鄭
訳
だ
け
で
な
く
、
水
尺
律
を
造
っ
た
万
宝
常
（「
訳
注
稿
（
二
）」【
六
】
注
⑸
、「
訳
注
稿
（
三
）」【
七
】
注
⑶
参
照
）
も
、
八
十
四
調
の
旋
宮
法
を
示
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
巻
一
五
「
音
楽
志
下
」
に
は
、「
開
皇
九
年
…
…
。
牛
弘

因
鄭
譯
之
舊
、
又

依
古
五
聲
六
律
、
旋
相
爲
宮
。

宮
但
一

、

唯

氣
奏
五

、
謂
之
五

。

用
七

、
祭
祀
施
用
。
各
依
聲
律

卑
爲

。
高

憶

言
、

弘
奏
下
、
不
許
作
旋
宮
之

、
但
作

鍾
一
宮
而
已
。
於

三
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是
牛
弘

…
…
等
、
更
共
詳
議
曰
、「
…
…
」
…
…

竝
從
之
。
故
隋
代

、
唯
奏

鍾
一
宮
、
郊
廟
饗
用
一

、

氣
用
五

。」（
三
四
九
〜
三
五
四
頁
）
と

あ
る
。

『
旧
唐
書
』
巻
二
八
「
音
楽
志
一
」
に
は
、「
隋
氏
始

、
因
置
淸

以
掌
之
。

而
協
律

孝
孫
依
京

舊
法
、
推
五

十
二
律
爲
六
十

、
又
六

之
、

三
百
六
十

、
旋
相
爲
宮
、
因
定
廟

。

儒
論

、
竟
不
施
用
。
…
…
高

禪
、
擢

孝
孫
爲
吏
部

中
、
轉
太
常
少
卿
、
漸
見
親
委
。
…
…
武
德
九

年
、
始
命
孝
孫
修
定

、
至
貞

二
年
六
月
奏
之
。
…
…
孝
孫
又
奏
、
陳
・
梁
舊

、

用

・
楚
之

、

・
齊
舊

、
多

胡
戎
之
伎
。
於
是
斟

南
北
、

考
以
古

、
作
爲
大

。
以
十
二
律
各
順
其
月
、
旋
相
爲
宮
。
按
禮
記
云
、「
大

與
天
地
同
和
」、
故
制
十
二
和
之

、
合
三
十
一
曲
、
八
十
四

。
祭

丘

以

鐘
爲
宮
、
方
澤
以
林
鐘
爲
宮
、
宗
廟
以
太
簇
爲
宮
。
五
郊
・

賀
・
饗
宴
、
則
隨

用
律
爲
宮
。
初
、
隋
但
用

鐘
一
宮
、
惟
扣
七
鐘
、
餘
五
鐘

懸
而
不

扣
。

孝
孫
建
旋
宮
之
法
、
皆
徧
扣
鐘
、
無
復

懸

矣
。
…
…
周
禮
旋
宮
之
義
、

已
久
、
時
莫
能
知
、
一

復
古
、
自
此
始
也
。」（
一
〇
四
〇
〜
一
〇
四
二

頁
）
と
あ
り
、
同
書
巻
七
九
「
祖
孝
孫
伝
」
に
、「

孝
孫
…
…
初
、
開
皇
中
、
鍾
律
多
缺
、
雖
何

・
鄭
譯
・
蘇

・
萬
寶
常
等
亟
共
討
詳
、
紛
然
不
定
。

平

江
左
、
得
陳

官
蔡
子
元
・
于
普

等
、
因
置
淸

。
時
牛
弘
爲
太
常
卿
、
引
孝
孫
爲
協
律

、
與
子
元
・
普

參
定

。
時
又
得
陳
陽
山
太
守
毛
爽
、
妙
知

京

律
法
、
布

飛

、
順

皆

。
爽
時
年
老
、
弘

失
其
法
、
於
是
奏
孝
孫
從
其

律
。
孝
孫
得
爽
之
法
、
一
律
而
生
五

、
十
二
律
而
爲
六
十

、
因
而
六

之
、
故

三
百
六
十

、
以
當
一

之
日
。
又

沈
重
、
依
淮
南
本
數
、
用
京

舊

求
之
、
得
三
百
六
十
律
、
各
因
其

律
而
爲
一
部
。
以
律
數
爲
母
、
以
一

中
氣

日
爲
子
、
以
母
命
子
、
隨

多
少
、
分
直
一

、
以
配
七

、

于

至
。
以

鍾
爲
宮
、
太
蔟
爲

、
林
鍾
爲

、
南
呂
爲
羽
、
姑
洗
爲
角
、
應
鍾
爲

變
宮
、

爲
變

。
其
餘
日
建
律
皆
依

行
、

日
各
以
本
律
爲
宮
。
旋
宮
之
義
、
由
斯

矣
。
然
牛
弘

初
定

、

復
改
張
。
至
大
業
時
、
又

晉
・
宋
舊

、
唯
奏
皇
夏
等
十

四
曲
、
旋
宮
之
法
、
亦
不
施
用
。
高

禪
、
擢
孝
孫
爲

作

、

吏
部

・
太
常
少
卿
、
漸
見
親
委
、
孝
孫
由
是
奏

作

。
…
…
武

德
七
年
、
始
命
孝
孫

書
監

修
定

。
孝
孫
又
以
陳
・
梁
舊

用

・
楚
之

、

・
齊
舊

多

胡
戎
之
伎
、
於
是
斟

南
北
、
考
以
古

、
作
大

。
以
十
二

各
順
其
律
、
旋
相
爲
宮
、
制
十
二

、
合
三
十
二
曲
、
八
十
四

。
事
具

志
。
旋
宮
之
義
、

已
久
、
世
莫
能
知
、
一

復
古
、
自
孝
孫

始
也
。」（
二
七
〇
九
〜
二
七
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
ほ
か
『
通
典
』
巻
一
四
三
「
楽
三
」「
歴
代
製
造
」、『
唐
会
要
』
巻
三
二
「
雅
楽
上
」
な
ど
に
も
同
様
の
記
事
が

見
え
る
（
以
上
、
併
せ
て
渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
｜
｜
日
本
雅
楽
の
源
流
』
二
二
三
〜
二
二
九
頁
、
長
谷
部
剛
・
山
寺
三
知
・
佐
藤
大
志
・
釜

谷
武
志
・
狩
野
雄
「『
隋
書
』
音
楽
志
訳
注
稿
（
四
）」、
隋
唐
楽
府
文
学
研
究
班
「『
旧
唐
書
』
音
楽
志
訳
注
稿
（
一
）」
な
ど
参
照
）。

な
お
、
前
掲
の
「
楽
律
考
解
」
に
「
二
變
ヲ

位
ト
ス
。
故
ニ
六
十
聲
八
十
四

ト
イ
フ
。」
と
い
う
の
は
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
「
礼
楽
志
十
一
」
に
「
高

命

三
二

國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
第
三
十
三
巻



與
孝
孫
吹

五
鍾
、
叩
之
而
應
、
由
是
十
二
鍾
皆
用
。
孝
孫
又
以
十
二

旋
相
爲
六
十
聲
、
八
十
四

。
其
法
、
因
五

生
二
變
、
因
變

爲
正

、
因
變
宮
爲
淸

宮
。
…
…
」（
四
六
〇
頁
）
と
あ
る
の
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
唐
代
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
八
十
四
調
に
つ
い
て
、
本
書
『
楽
律
考
』
の
当
該
記
述
は
、「
始
變
古
制
爲
八
十
四

」（
初
め
て
古
制
を
変
え

て
、
八
十
四
調
を
作
り
出
し
）
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
徂
徠
自
身
の
見
解
と
み
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
旧
唐
書
』
の
記
事
に
は
、「
周
禮
旋
宮
之
義
、

已
久
、
時
莫
能
知
、
一

復
古
、
自
此
始
也
。」「
旋
宮
之
義
、

已
久
、
世
莫
能
知
、
一

復
古
、
自
孝
孫
始
也
。」
と
あ
り
、
八
十
四
調
の
旋
宮
法
は
新
た
な

創
造
で
は
な
く
、『
周
礼
』（
周
代
の
官
制
の
書
と
伝
え
ら
れ
る
）
に
見
え
る
旋
宮
の
義
を
復
古
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
が
、
徂
徠
は
こ
れ
を
復
古
と
は
み
な
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
唐
代
に
お
け
る
八
十
四
調
の
施
行
が
、
周
・
漢
か
ら
の
調
の
古
制
（
三
調
な
い
し
五
調
の
制
。「
訳
注
稿
（
三
）」【
七
】
注
⑵
参

照
）
を
初
め
て
変
え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
以
下
に
挙
げ
る
彼
の
他
の
著
作
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
は
、『

園
随
筆
』
巻
四
に
、「
古

人
の

は
、
想
ふ
に
ま
た
た
だ
五

。
…
…

に
至
り
て
始
め
て
十
二
旋
宮
を
用
ひ
て
、
八
十
四

を

り
、
古
法
を

變

す
。」（
二
九
三
〜
二
九
四
頁
）
と
あ
り
、『

園
十
筆
』
の
第
二
筆
に
、「
先
王
の
禮

・
制
度
・
律
度
量
衡
は
、
六

に
至
り
て
な
ほ
存
す
る

あ
り
。

に

始
め
て
變
ぜ
り
。」（
六
〇
六
頁
）
と
あ
る
。
調
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
『
楽
制

』
に
は
、「
若
夫
戴
記

謂
旋
相
爲
宮

、
乃
極
言
其
變
。
而

禮

載
祀
天
神

地
示
人
鬼
之

、
或
出
於
五

之
外

、
廼

以
交
於
鬼
神
異
於

耳
。」「
隋
何

非
鄭
譯
七

曰
、

代
書
記

載
、

鼓
琴
吹
笛
之
人
多
云
三

。
三

之
聲
、
其
來
久
矣
。
此

中

、
與
琴
同
傳
、
而
五

・
三

皆
以
琴
爲
宗
也
。
隋
鄭
譯
・
萬
寳
常
、

西
域
七
旦
（
引
用
者
注
、
雁
門
摘
註
本
と
北
海
本
に
「
且
」

と
見
え
る
の
は
混
用
字
（
近
形
字
）
と
判
断
し
た
。
大
弐
注
釈
本
で
は
「
悉
且
」
と
す
る
）
之

、

八
十
四

。

平
陳
之
後
、
獲
江
南
宋
・
齊

、
別
置
淸

、
謂
之
淸

三

、
又
謂
之
淸

。

定
淸

・
西
涼
・
龜
玆
・
天
竺
・
康
國
・
疎
勒
・
安
國
・
高
麗
・
禮
畢
爲
九
部

。
此

江
南
世
、
因

三

之
舊
、
隋
始
比

夷

狄
之

而
三

之
制

存
也
。

高

命

孝
孫
、
定

八
十
四

、
而
演
淸

爲
燕

二
十
八

。
此

旋
宮
後
、
五

也
。」「
若
夫
國
語
四
宮
、

禮
三

宮
・
六
變
八
變
九
變
之

、
非
今

須
。
…
…
」
と
記
す
。
ま
た
、『
琴
学
大
意
抄
』
の
「
琴
ノ
調
様
ノ
コ
ト
」
の
章
に
は
、「
琴
ノ

ニ
五

ア
リ
。
瑟シツ
デウ

・
平

・
淸セイ

・
楚ソ

・
側ソク

ノ
五
ツ
ナ
リ
。
瑟

・
淸

・
平

ヲ
三

ト
シ
、
楚

・
側

ヲ
加
テ
五

ナ
リ
。

ノ
代
ヨ
リ
六

マ
テ
ハ
、
琴
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス
、

ミ
ナ
コ
ノ
五

ノ
外
ニ
出
デ
ズ
。
…
…

・
六

ニ
限
ラ
ス
、
古
三
代
ノ

モ
、
三

・
五

ノ
外
ニ
出
ズ
ト
見
ヘ
タ
リ
。
…
…
隋ズイ
ノ
世
ニ
至
テ
、
又
、
萬マン
寳ボウ

常ジヤウト
云
モ
ノ
、
西サイ
域イキ
ノ

ヲ
傳
ヘ
テ
、
旋セン
宮キウ
ト
云
コ
ト
ヲ
ト
リ
タ
テ
テ
、
八
十
四

ノ

ヲ
作
ル
。

ノ
代
モ
コ
レ
ニ
従
ケ
ル
ヨ
リ
、
五

ノ
コ
ト
世
ニ
聞
ヘ
ズ
。

宋
ノ
代
ノ
蔡サイ
西セイ
山ザン
、
律リツ
呂リヨ
新シン
書ジヨ
ヲ
作
テ
八
十
四

ノ

ヲ
用
タ
ル
ナ
リ
。
蔡
西
山
ハ
朱
子
ノ
門
人
ニ
テ
、
朱
子
ノ
學
流
世
ニ

ニ
行
ハ
レ
ヌ
ル
ユ
ヘ
、

ニ
至
ル
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マ
テ
、
八
十
四

ノ

、
世
ノ
定
論
ト
ナ
レ
リ
。
旋
宮
ノ
コ
ト
ハ
、
禮
記
ニ
出
デ
テ
、
聖
人
ノ
世
ニ
モ
、
鬼
神
ヲ
祭
ル
ニ
ハ
、
異
ナ
ル

モ
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、

平
生
ノ

ニ
、
イ
カ
テ
カ
カ
カ
ル
繁
多
ナ
ル
コ
ト
ノ
ア
ル
ヘ
キ
。」
と
述
べ
る
。

⑸

淸

南
朝
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
清
商
三
調
の
楽
、
清
商
楽
の
こ
と
。
隋
の
高
祖
が
陳
朝
を
平
定
し
た
際
、
こ
れ
を
獲
得
し
、「
華
夏
舊
聲
」「
華
夏
正
聲
」
と
呼

ん
で
、
清
商
署
で
管
理
し
た
（「
訳
注
稿
（
二
）」【
四
】
の
注
⑻
、「
訳
注
稿
（
三
）」【
七
】
注
⑵
参
照
）。
清
楽
は
、
そ
の
後
、
隋
・
唐
朝
で
は
、
周
辺
異
民
族
の

音
楽
と
共
に
、
宮
廷
の
饗
宴
に
用
い
る
燕
楽
（
宴
楽
。
雅
楽
に
対
す
る
俗
楽
の
類
）
の
多
部
伎
楽
の
一
つ
に
（「
清
商
伎
」
ま
た
は
「
清
楽
伎
」
と
称
し
て
）
組
み

込
ま
れ
、
さ
ら
に
は
「
法
曲
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
混
入
さ
れ
る
な
ど
の
変
遷
を
経
て
、
盛
唐
期
に
至
っ
て
も
、
僅
か
な
が
ら
、
そ
の
遺
音
が
伝
存
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
二
九
「
音
楽
志
二
」
に
、「
淸

、
南
朝
舊

也
。
永
嘉
之

、
五

淪

、

聲
舊
制
、
散
落
江
左
。
宋
・
梁
之
間
、
南

文
物
、
號

爲

、
人

國
俗
、
亦
世

新
聲
。
後
魏
孝
文
・
宣
武
、
用
師
淮
・

、
收
其

獲
南

、
謂
之
淸

。
隋
平
陳
、
因
置
淸

、
總
謂
之
淸

、

梁
・
陳

、

存
蓋
鮮
。
隋
室
已
來
、
日

淪
缺
。
武
太
后
之
時
、

六
十
三
曲
、
今
其
辭
存

、
惟

白
雪
・
公
莫
舞
・
巴

・

君
・
鳳
將
雛
…
…
玉
樹
後
庭

花
・
堂
堂
・
泛
龍
舟
等
三
十
二
曲
。

之
君
・

歌
各
二
首
、
四
時
歌
四
首
、
合
三
十
七
首
。
又
七
曲

聲
無
辭
、
上
林
・
鳳
雛
・
平

・
淸

・
瑟

・
平
折
・

命
嘯
、

爲
四
十
四
曲
存
焉
。
…
…
自
長
安
已
後
、

廷
不
重
古
曲
、
工
伎
轉
缺
、
能
合
于
管
絃

、
唯

君
・
楊

・
驍
壺
・
春
歌
・
秋
歌
・
白
雪
・
堂
堂
・

春
江
花

等
八
曲
。
舊

章
多
或
數
百
言
、
武
太
后
時
、

君

能
四
十
言
、
今

傳
二
十
六
言
、
就
之
訛
失
、
與

轉

。
劉

以
爲
宜
取

人
使
之
傳

。

以
問
歌
工
李

子
、
李

子
北
人
、
聲

已
失
、
云
學
於
兪
才
生
。
才
生
、
江

人
也
。
今

子

、
淸

之
歌
闕
焉
。
又
聞
淸

唯

歌
一
曲
、
辭
典
而

、

舊
記
、
其
辭
信
典
。
…
…
自

・
隋
已
來
、
管
絃

曲
將
數
百
曲
、
多
用
西
涼

、
鼓
舞
曲
多
用
龜
茲

、
其
曲
度
皆
時
俗

知
也
。
惟

琴
家

傳
楚
・

舊

聲
、

淸

・
瑟

、
蔡

弄
、
非

廷
郊
廟

用
、
故
不
載
。」（
一
〇
六
二
〜
一
〇
六
八
頁
）
と
あ
り
、『
通
典
』
巻
一
四
六
「
楽
六
」「
清
楽
」、
及
び
『
唐

会
要
』
巻
三
三
「
清
楽
」
に
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。
併
せ
て
渡
辺
信
一
郎
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
｜
｜
日
本
雅
楽
の
源
流
』
二
四
二
〜
二
四
四
頁
、
林
謙

三
『
隋
唐
燕
楽
調
研
究
』
六
〇
〜
六
五
頁
を
参
照
。

⑹

燕

二
十
八

こ
こ
に
言
う
燕
楽
と
は
、「
訳
注
稿
（
一
）」【
二
】
の
注
⑵
と
本
段
落
の
前
注
⑸
に
て
す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、
宮
廷
の
饗
宴
に
用
い
ら
れ

た
多
部
伎
楽
を
含
む
俗
楽
の
こ
と
で
あ
る
。「
楽
律
考
解
」
に
、「

書
ニ
、
自

・
陳
以
上
、

鄭
淆

而
無
別
、
隋
文

始
分

・
俗
二
部
、
至

更
曰
部
當
。

謂
俗

、
二
十

八

。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
新
唐
書
』
巻
二
二
「
礼
楽
志
十
二
」
に
、「
自

・
陳
以
上
、

鄭
淆

而
無
別
、
隋
文

始
分

・
俗

二
部
、
至

更
曰
「
部
當
」。

謂
俗

、
二
十

八

。

謂
俗

、
二
十

八

、
正
宮
・
高
宮
・
中
呂
宮
・

宮
・
南
呂
宮
・
仙
呂
宮
・

鍾

三
四
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宮
爲
七
宮
、
越

・
大

・
高
大

・
雙

・
小

・
歇
指

・
林
鍾

爲
七

、
大

角
・
高
大

角
・
雙
角
・
小

角
・
歇
指
角
・
林
鍾
角
・
越
角
爲

七
角
、
中
呂

・
正
平

・
高
平

・
仙
呂

・

鍾
羽
・
般

・
高
般

爲
七
羽
。
皆
從
濁
至
淸
、

更
其
聲
、
下
則

濁
、
上
則

淸
、
慢

、

流
蕩
。
其
後
聲

殊
、
或

宮

之
名
、
或
以
倍
四
爲
度
、

與
律
呂
同
名
、
而
聲
不

。
其
宮

乃
應
夾
鍾
之
律
、
燕
設
用
之
。」（
四
七
三
頁
）
と
、
俗

楽
の
二
十
八
調
名
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
唐
代
は
、
俗
楽
（
燕
楽
）
に
、
二
十
八
種
の
調
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
ほ
か
に
『
楽
府
雑
録
』「
別
楽
識
五

音
輪
二
十
八
調
図
」
等
に
も
、
二
十
八
調
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
）。

な
お
、
こ
の
燕
楽
二
十
八
調
は
、
各
調
の
起
調
法
の
規
律
性
や
調
名
の
命
名
法
か
ら
、
そ
の
来
歴
を
辿
る
と
、『
隋
書
』
巻
一
四
「
音
楽
志
中
」
に
て
隋
の
鄭
譯

が
言
及
す
る
（
前
注
⑷
に
引
用
）、
蘇

婆
の
伝
に
よ
る
西
域
亀
茲
の
七
調
（
及
び
そ
の
源
流
で
あ
る
イ
ン
ド
の
調
）
と
深
い
関
係
を
有
し
て
お
り
、
且
つ
中
国
古

来
の
調
（
清
商
三
調
）
に
由
来
す
る
と
思
し
き
調
も
含
み
、
ま
た
八
十
四
調
（
前
注
⑷
参
照
）
と
の
緊
密
な
関
連
性
も
見
ら
れ
る
と
い
う
（
詳
し
く
は
、
林
謙
三

『
隋
唐
燕
楽
調
研
究
』
一
二
〜
八
〇
頁
、
岸
辺
成
雄
『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究

続
巻
｜
｜
楽
理

楽
書

楽
器

楽
人

』
三
〜
一
六
五
頁
）。

⑺

・

・

制
、
皆

滅
不
傳
焉

徂
徠
の
楽
論
の
骨
子
と
な
る
自
説
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
記
述
内
容
か
ら
解
す
る
に
、
唐
代
で
は
北
周

（
後
周
）
の
玉
尺
に
よ
っ
て
音
律
の
基
準
音
（
黄
鐘
）
を
定
め
｜
｜
こ
れ
は
徂
徠
の
解
釈
で
あ
る
が
｜
｜
、
ま
た
八
十
四
調
の
旋
宮
法
を
宮
廷
雅
楽
に
用
い
、
清

楽
を
含
む
宮
廷
の
燕
楽
に
も
二
十
八
調
の
制
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
周
、
漢
そ
し
て
南
朝
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
音
律
の
規
定
と
調
（
五
調
）
の
古
制

が
、
唐
代
に
て
失
わ
れ
た
と
言
う
の
だ
ろ
う
。
当
該
記
述
に
対
す
る
山
県
大
弐
の
注
に
は
、「

…
…
又
命

孝
孫
、
制
八
十
四

。
乃
萬
寶
常

創
、
而
非

・

舊
制
。
又
演
淸

三

爲
燕

二
十
八

。
詳
見

志
。
是
皆
叔
世

杜
撰

。
而

悉
用
之
爲
一
代

制
。
至
是
則
三
代
韶

マ
マ

）

之

盡
、
不
可
復

也
。
爾
來
制
律
作

、
茫
洋
無

。
累
黍
算

マ
マ
微
カ
）

差
、
制

諧

愈

愈
淫
。
古

之

滅
可
見
其

由
也
。」（
七
頁
）
と
あ
る
。

待
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